
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第６６号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２４年１１月１２日 ０７時００分ごろ 

発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋区 

 兵庫県尼崎市所在の尼崎西防波堤灯台から真方位０５３°２,８６

５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４２.０′ 東経１３５°２４.２′） 

事故等調査の経過  平成２５年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利採取運搬船 第６報
ほう

湾
わん

丸、３９４トン 

   １３０８１３、有限会社ヤマト 

Ｂ 搭載艇 第六報
ほう

湾
わん

丸、５トン未満 

   ２７１－２７９６９兵庫、有限会社ヤマト 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 両舷外板が割損 

岸壁 なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、積荷のために空船で船首約

０.８ｍ、船尾約３.５ｍの喫水により、Ａ船の搭載艇であるＢ船を左

舷後部に係留した状態で船首錨と船尾錨を投入し、阪神港尼崎西宮芦

屋区の岸壁に左舷着けの着岸作業中、平成２４年１１月１２日０７時

００分ごろ、右舷後方からのやや強い北西風により、船尾錨が引けて

左舷方に圧流され、Ｂ船が、Ａ船と岸壁との間に挟まれるような状態

で岸壁に衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ５、視界 良好  

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  Ｂ船は、Ａ船の甲板員である船長Ｂが１人で乗り組み、阪神港尼崎

西宮芦屋区でＡ船の着岸作業の補助を行い、Ａ船の左舷後部に係留し

た後、船長ＢはＡ船に戻った。 

 Ａ船は、船首錨の錨鎖を３節及び船尾錨のロープを約３０ｍとし、

岸壁に対しては、船首係船索を２本取っていたが、船尾係船索は取っ

ていなかった。 

 船長Ａは、阪神港尼崎西宮芦屋区に着岸した経験が多数あった。 



 

 船長Ａは、ふだん、Ａ船の岸壁側にＢ船を係留した状態で着岸して

いたが、時折、船尾錨が引けることがあったものの、Ｂ船が岸壁に衝

突することはなかった。 

 Ｂ船は、登録長７.２５ｍのディーゼル機関を備えた搭載艇であっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり Ｂ なし 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ あり Ｂ あり 

 Ａ船は、阪神港尼崎西宮芦屋区において、Ｂ船を左舷後部に係留し

た状態で船首錨と船尾錨を投入して左舷着けの着岸作業中、右舷後方

から風力５の北西風を受け、Ａ船の船尾錨が引けたことから、Ａ船が

岸壁方向に圧流され、Ｂ船がＡ船に押されて岸壁と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、阪神港尼崎西宮芦屋区において、Ｂ船を左舷後

部に係留した状態で船首錨と船尾錨を投入して左舷着けの着岸作業

中、右舷後方から風力５の北西風を受け、Ａ船の船尾錨が引けたた

め、Ａ船が岸壁方向に圧流され、Ｂ船が押されて岸壁と衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  船長Ａは、本事故後、次の措置を採った。 

 ・Ａ船が着ける反対舷にＢ船を係留して着岸することとした。 

 


